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Ⅰ.医師数の状況と対策
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病 院 般 診 療 所 歯 科 診 療 所

職種別にみた医療機関の従事者数（常勤換算）

病 院 一 般 診 療 所 歯 科 診 療 所

総 数 1,771,435.8 669,202.1 300,950.2

医師 187,947.6 117,567.5 124.6 

歯科医師 9,981.3 1,881.3 92,854.0 

薬剤師 41,760.0 6,550.6 866.2 

看護職員 829,867.6 185,052.2 635.9 看護職員 , ,

理学療法士（ＰＴ）・
作業療法士（ＯＴ）

63,132.0 8,487.6 0.0 

（出典）平成20年医療施設調査、病院報告
（参考）

保健師 3,983.6 5,184.9 0.0 
助産師 18,130.7 5,206.9 0.0 
看護師看護師 636,970.8 84,963.0 378.0 
准看護師 170,782.5 89,697.4 257.9 
看護職員計 829,867.6 185,052.2 635.9 

理学療法士（ＰＴ） 38,675.3 6,683.0 0.0 
作業療法⼠（ＯＴ） 24,456.7 1,804.6 0.0 
ＰＴ・ＯＴ計 63,132.0 8,487.6 0.0 
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○我が国の⼈⼝千⼈当たり臨床医数は OECD単純平均の約２／３とな ている

人口千人当たり臨床医数の国際比較（２００８年（平成２０年））
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注１ 単純平均とは、各国の人口当たり医師数の合計を国数で割った数のこと。
注２ 加重平均とは、全医師数を全人口で割った数のこと。
注３ カナダ・フランス・ギリシャ･イタリア･トルコは現職医師数を、アイルランド・オランダ・ポルトガル・スウェーデンは総医師数を用いている。

OECD Health Data2010より
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○近年 医師国家試験の合格者は毎年7 600 7 700⼈程度であり 死亡等を除いても

人口１０万対医師数の年次推移

○近年、医師国家試験の合格者は毎年7,600〜7,700⼈程度であり、死亡等を除いても、
医師数は、毎年3,500〜4,500⼈程度増加。
（医師数）平成10年 24.9万⼈ → 平成20年 28.7万⼈ （注）従事医師数は、27.2万⼈

（出典）医師・⻭科医師・薬剤師調査5
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病床百床 人 千人

医療提供体制の各国比較（２００医療提供体制の各国比較（２００８８年）年）

国名
平均在院

日数

人口千人
当たり
病床数

病床百床
当たり

臨床医師数

人口千人
当たり

臨床医師数

病床百床

当たり

臨床看護

職員数

人口千人
当たり

臨床看護
職員数職員数

日本 ３３．８ １３．８ １５．７ ２．２ ６９．４ ９．５

ドイツ ９．９ ８．２ ４３．３ ３．６ １３０．０ １０．７

フランス １２．９ ６．９ ４８．５♯ ３．３♯ １１５．２♯ ７．９♯

イギリス ８ １ ３ ４ ７６ ５ ２ ６ ２７９ ６ ９．５イギリス ８．１ ３．４ ７６．５ ２．６ ２７９．６ ９．５
（予測値）

アメリカ ６．３ ３．１
（予測値）

７７．９ ２．４ ３４４．２♯ １０．８♯

（予測値）

（出典）：「（出典）：「OECDOECD HealthHealth DataData ２０１０」２０１０」
注１注１ 「♯」は実際に臨床にあたる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。「♯」は実際に臨床にあたる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。
注２注２ 病床百床あたり臨床医師数ならびに臨床看護職員数は、総臨床医師数等を病床数で単純に割って百をかけた数値である。病床百床あたり臨床医師数ならびに臨床看護職員数は、総臨床医師数等を病床数で単純に割って百をかけた数値である。
注３注３ 平均在院日数の算定の対象病床は平均在院日数の算定の対象病床はOECDOECDの統計上 以下の範囲とな ているの統計上 以下の範囲とな ている注３注３ 平均在院日数の算定の対象病床は平均在院日数の算定の対象病床はOECDOECDの統計上、以下の範囲となっている。の統計上、以下の範囲となっている。

日本：全病院の病床日本：全病院の病床 ドイツ：急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）ドイツ：急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）
フランス：急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床フランス：急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床 イギリス：イギリス：NHSNHSの全病床（長期病床を除く）の全病床（長期病床を除く）
アメリカ：アメリカ：AHAAHA（（American Hospital Association)American Hospital Association)に登録されている全病院の病床に登録されている全病院の病床 6



⼥性医師の年次推移
○全医師数に占める⼥性医師の割合は増加傾向にあり、平成20年時点で18.1%を占める。

⼥性医師の推移
全医師数に占める⼥性医師の割合は増加傾向にあり、平成20年時点で18.1%を占める。

○近年、医学部⼊学者に占める⼥性の割合は約３分の１となっているなど、若年層における
⼥性医師の増加は著しい。

40%

医学部⼊学者数に占める⼥性の割合⼥性医師数の割合
18.1%
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（出典）医師・⻭科医師・薬剤師調査 （出典）⽂部科学省「学校基本調査」
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⼥性医師が医師として就業している率は 医学部卒業後 年が経つにつれて 減少傾向をたどり
⼥性医師の就業率のＭ字カーブ

⼥性医師が医師として就業している率は、医学部卒業後、年が経つにつれて、減少傾向をたどり、
卒業後11年（概ね36歳）で76.0％で最低となった後、再び就業率が回復していく。

100.0%

男性医師と女性医師の就業率

89.9%
90.0%
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40 0%

50.0%

（注）医師が２５歳で卒業すると仮定した場合の就業率である。
「日本の医師需給の実証的調査研究 」（主任研究者 ⻑谷川敏彦）
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主な診療科別医師数の年次推移
1.6 １

※数字は平成２０年の医療施設従事医師数

1.5 
麻酔科 （７,０６７人）

※数字は平成２０年の医療施設従事医師数

1 3
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医
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0.8 
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（１１,９６１人）

（２２,００２人）
(1994) ('96) ('98) (2000) ('02) ('04) ('06) ('08)

※ 救急科は平成１８年度から調査 18’          20’

救急科 1,698人 →   1,945人（＋2４７人）（出典）各年医師・⻭科医師・薬剤師調査
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人口１０万人当たりの医師数（都道府県別）

医師・歯科医師・薬剤師調査（平成２０年）で人口１０万人当たりの医師数をみると、
全国平均 人 都道府県別 は 人（埼 県）から 人（徳島県）ま 分布・ 全国平均で２２４．５人、都道府県別では、１４６．１人（埼玉県）から２９９．４人（徳島県）まで分布

・ 従事場所別にみると、病院が１３６．５人、診療所が７６．５人。これを比率（病院従事者：診療所従事者）にすると、
全国では約１．８：１、都道府県別では、約１．４：１（群馬県）から約２．８：１（沖縄県）まで分布

という状況。

3000300

病院（医育機関附属病院以外） 医育機関附属病院 診療所 その他 人口１０万当たり病床数

（床/人口10万）（人/人口10万）
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⼆次医療圏別⼈⼝１０万⼈当たり従事医師数
各都道府県内においても、県庁所在地など⼈⼝当たりの医師数が多い地域と、郡部など少ない地域がみられる。

都道府県 ⼆次医療圏 ⼈⼝10万⼈当たり
従事医師数（県内） 県内での差 都道府県 ⼆次医療圏 ⼈⼝10万⼈当たり

従事医師数（県内） 県内での差 都道府県 ⼆次医療圏 ⼈⼝10万⼈当たり
従事医師数（県内） 県内での差

上川中部 313.2 石川中央 328.8 県南東部 324.3 2 １倍2 6倍3 5倍北海道 石川県 岡山県

各都道府県内においても、県庁所在地など⼈⼝当たりの医師数が多い地域と、郡部など少ない地域がみられる。

根室 89.8 能登北部 124.7 ⾼梁・新⾒ 151.2
津軽地域 285.2 福井・坂井 315.5 呉 291.8
⻄北五地域 98.5 奥越 115.8 広島中央 185.5
盛岡 288.5 中北 269.8 宇部・小野田 386.1
久慈 114.4 峡南 105.6 萩 167.9
仙台 270 5 松本 339 0 東部Ⅰ 353 4

2.１倍

1.6倍

2.3倍

2.6倍

2.7倍

2.6倍

3.5倍北海道

⻘森県

岩手県

2.9倍

2.5倍

石川県

福井県

山梨県

岡山県

広島県

山⼝県
仙台 270.5 松本 339.0 東部Ⅰ 353.4
登米 99.9 木曽 115.5 南部Ⅱ 164.7
秋田周辺 290.3 岐阜 239.1 ⾼松 319.1
北秋田 116.8 中濃 137.7 小豆 148.1
村山 262.5 ⻄部 237.9 松山 309.2
最上 136.2 中東遠 122.7 宇摩 156.0

東部 中

2.1倍

2.2倍

2.0倍

2.9倍

1.7倍

山形県

宮城県

秋田県

2.7倍

2.5倍

1.9倍

⻑野県

岐阜県

愛媛県静岡県 1.9倍

徳島県

香川県

県北 256.7 尾張東部 353.7 中央 325.6
南会津 104.3 尾張中部 75.5 ⾼幡 149.1
つくば 352.8 中勢伊賀 252.9 久留米 422.4
常陸太田・ひたちなか 89.1 東紀州 150.4 京築 138.5
県南 399.8 大津 341.8 中部 337.6
県⻄ 126.5 甲賀 125.0 ⻄部 154.8

2.2倍

3.1倍

2.2倍

4.0倍

3.2倍

福島県

茨城県

栃木県

愛知県

三重県

滋賀県

4.7倍

1.7倍

2.7倍

2.5倍 高知県

福岡県

佐賀県
前橋 384.3 京都・乙訓 396.3 ⻑崎 368.1
太田・館林 135.9 山城南 124.3 上五島 126.9
⻄部第⼆ 271.2 中河内 344.6 熊本 394.5
利根 102.1 大阪市 173.5 阿蘇 115.1
安房 336.3 神⼾ 294.6 中部 293.1
山武⻑⽣夷隅 98 9 ⻄播磨 145 4 ⻄部 146 8

2.9倍

3.4倍

2.0倍

2.0倍

2.0倍

2.8倍

2.7倍

3.4倍

群馬県

埼玉県

兵庫県千葉県

京都府 3.2倍 ⻑崎県

熊本県

大分県

大阪府

山武⻑⽣夷隅 98.9 ⻄播磨 145.4 ⻄部 146.8
区中央部 1305.2 東和 248.8 宮崎東諸県 319.8
島しょ 128.7 南和 161.0 ⻄都児湯 122.2
横浜南部 247.0 和歌山 357.1 ⿅児島 335.7
県央 133.3 那賀 154.9 曽於 108.2
新潟 246.0 ⻄部 389.4 南部 274.4

2.6倍

3.1倍

1.7倍

1.5倍

2.3倍

2.0倍

東京都

神奈川県

新潟県

10.1倍

1.9倍

2.0倍

宮崎県

⿅児島県

沖縄県

奈良県

和歌山県

鳥取県
魚沼 121.6 中部 199.1 宮古 164.4
富山 295.6 出雲 427.2
⾼岡 189.8 雲南 126.1

3.4倍

1.7倍2.0倍新潟県

富山県

2.0倍

1.6倍

沖縄県鳥取県

島根県 「平成20年医師・⻭科医師・薬剤師調査」（厚⽣労働省）、
「住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数（平成21年
3月31日現在）」（総務省）より作成 11



医学部⼊学定員の年次推移
8846→8 933⼈
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全体として過剰を

招かないように配慮」
閣議決定
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4,000

3,000
1973年
閣議決定

「無医大県解消構想」
2,000

昭

和

30

35 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平

成

元

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12



Ⅱ.求められている医師確保対策

平成22年「病院等における必要医師数実態調査」より平成22年 病院等における必要医師数実態調査」より
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病院等における必要医師数実態調査の概要

調査結果のポイント

○ 必要求人医師数は １８，２８８人であり、現員医師数と必要求人医師数の合計数は、現員医師数の１．１１
倍 であった。 また、必要医師数（必要求人医師数と必要非求人医師数の合計医師数をいう）は ２４，０３３
人であり 現員医師数と必要医師数の合計数は 現員医師数の１ １４倍 であった （これらの倍率を「現員

調査結果のポイント

人であり、現員医師数と必要医師数の合計数は、現員医師数の１．１４倍 であった。 （これらの倍率を「現員
医師数に対する倍率」という ）

○ 現員医師数に対する倍率が高い都道府県は、次のとおりであった。

・必要求人医師数 ： 島根県１ ２４倍 岩手県１ ２３倍 青森県１ ２２倍・必要求人医師数 ： 島根県１．２４倍、岩手県１．２３倍、青森県１．２２倍

・必要医師数 ： 岩手県１．４０倍、青森県１．３２倍、山梨県１．２９倍

○ 現員医師数に対する倍率が高い診療科は、次のとおりであった。

必要求人医師数 リ ビリ科１ ２３倍 救急科１ ２１倍 呼吸器内科１ １６倍・必要求人医師数 ： リハビリ科１．２３倍、救急科１．２１倍、呼吸器内科１．１６倍、
分娩取扱い医師（再掲）１．１１倍

・必要医師数 ： リハビリ科１．２９倍、救急科１．２８倍、産科１．２４倍、
分娩取扱い医師（再掲）１ １５倍分娩取扱い医師（再掲）１．１５倍

病院等における必要医師数実態調査について

＜調査の目的＞ 本調査は、全国統一的な方法により各医療機関が必要と考えている医師数の調査を行うことで、地域
別 診療科別の必要医師数の実態等を把握し 医師確保対策を 層効果的に推進していくための基礎資別･診療科別の必要医師数の実態等を把握し、医師確保対策を一層効果的に推進していくための基礎資
料を得ることを目的としたものであり、厚生労働省が実施した調査としては初めてのものである。

なお、本調査の結果は、医療機関から提出された人数をそのまま集計したものである。

＜調査の期日＞ 平成２２年６月１日現在

＜調査の対象＞ 全国の病院及び分娩取扱い診療所を対象（１０，２６２施設）

＜回収の状況＞ 回収率は、病院８８．５％、分娩取扱い診療所６４．０％の合計で８４．８％であった

＜用語の定義＞ 別添参照（Ｐ２）
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病院等における必要医師数実態調査

【調査項目】

医師数（正規雇用、短時間正規雇用、非常勤の各必要医師
数）、都道府県名、医療圏名、病院名、診療科名、勤務条件、必

必要非求人医師数
（地域医療において 現在 医療機関が担うべき診療機能を維持するた

調

【調査項目】

数）、都道府県名、医療圏名、病院名、診療科名、勤務条件、
必要理由、求人しない理由、その他（自由記載）

必
要
医
師
数 必要求人医師数

（地域医療において、現在、医療機関が担うべき診療機能を維持するた
めに確保しなければならない医師数のうち、調査時点において、求人し
ていない医師数と定義）

調
医師数（正規雇用、短時間正規雇用、非常勤の各必要医師
数） 、都道府県名、医療圏名、病院名、診療科名、勤務条

件、求人理由、求人方法、求人開始時期、充足されない理
由、求人するに至った原因等（自由記載）

数 必要求人医師数調

（地域医療において、現在、医療機関が担うべき診療機能を維持するた
めに確保しなければならない医師数のうち、調査時点において、求人し
ているにもかかわらず充足されていない医師数と定義）

【調査項目】

医師数（全医師数、女性医師数）、都道府県名、医療圏
名、病院名、診療科名

正規雇用調

（１日の所定労働時間が８時間程度で週５日勤務を基本（いわゆるフルタ

【調査項目】
医師数（全医師数・女性医師数） 、都道府県名、医療圏名、

病院名、診療科名、勤務条件（週当たり勤務日数、週当たり

現
員 短時間 正規雇用調

（１日の所定労働時間が８時間程度で週５日勤務を基本（いわゆるフルタ
イム）とし、期間の定めのない労働契約を締結している場合の勤務形態）

【調査項目】
医師数（全医師数・女性医師数） 、都道府県名、医療圏名、病

病院名、診療科名、勤務条件（週当たり勤務日数、週当たり
勤務時間）、その他（自由記載）

非常勤調

（正規雇用の医師に比し、その所定労働時間が短いものの時間当たりの
基本給及び賞与・退職金等の換算方法等が正規雇用の医師と同等で、期
間の定めのない労働契約を締結している場合の勤務形態）

医師数（全医師数 女性医師数） 、都道府県名、医療圏名、病

院名、診療科名、勤務条件（週当たり勤務日数、週当たり勤務
時間）、その他（自由記載）

非常勤調
（正規雇用、短時間正規雇用以外の勤務形態）
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〔現員医師数の状況〕
調査票の提出のあ た医療機関の現員医師数は 人で 勤務形態別の内訳は正規雇用

調査結果について

調査票の提出のあった医療機関の現員医師数は １６７，０６３人で、勤務形態別の内訳は正規雇用
１３２，９３７人（７９．６％）、短時間正規雇用 ３，５３２人（２．１％）、非常勤 ３０，５９４人（１８．３％）であった。

現員医師数 現員医師数(女性医師)

2.1% 18.3%
正規雇用

短時間正規雇用

24.2% 正規雇用

79.6%

短時間正規雇用

非常勤 71.4%

4.4% 短時間正規雇用

非常勤

〔分娩取扱い医師（再掲）〕
分娩取扱い医師（再掲）は、 ７，３１２人で、勤務形態別の内訳は正規雇用５，９８８人（８１．９％）、短時間
規 非常勤 あ た正規雇用 ２０１人（２．７％）、非常勤 １，１２３人（１５．４％）であった。

現員医師数

(分娩取扱い医師 )

現員医師数（分娩取扱い医師 ）

（女性医師）

2.7% 15.4%

正規雇用
27.2%

正規雇用

81.9%

短時間正規雇用

非常勤

68.4%4.4% 短時間正規雇用

非常勤
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〔必要医師数（総数）〕
必要求人医師数は １８ ２８８人であり 現員医師数に対する倍率は １ １１倍であった また 必要医師必要求人医師数は、１８，２８８人であり、現員医師数に対する倍率は、１．１１倍であった。また、必要医師

数は、２４，０３３人であり、現員医師数に対する倍率は、１．１４倍であった。

1 30

現員医師数に対する倍率／勤務形態別（倍）

区 分 現員医師数
Ａ

必要求人医
師数Ｂ

必要医師数
Ｃ倍率 倍率

1.11 1.12

1.17

1 04

1.14
1.16

1.23

1 051.10

1.15

1.20

1.25

1.30
区 分 Ａ 師数Ｂ Ｃ倍率

(A＋Ｂ)/A
倍率

(A＋C)/A

正規雇用
１３２，９３７ １６，４８８ １．１２ ２１，５８８ １．１６

短時間正規
雇用 ３，５３２ ６１７ １．１７ ８１７ １．２３

区 分
現員医師数

Ａ
必要医師数 倍率

(A＋B)/AＢ Ｃ＋Ｄ 必要求人医師数Ｃ 必要非求人医師数Ｄ

1.04 1.05

1.00

1.05

全体 正規雇用 短時間正規雇用 非常勤

必要求人医師数 必要医師数

，

非常勤
３０，５９４ １，１８３ １．０４ １，６２８ １．０５

計
１６７，０６３ １８，２８８ １．１１ ２４，０３３ １．１４

区 分
Ａ (A＋B)/AＢ＝Ｃ＋Ｄ 必要求人医師数Ｃ 必要非求人医師数Ｄ

正規雇用 １３２，９３７ ２１，５９３ １６，４７０ ５，１２３ １．１６
短時間正規雇用 ３，５３２ ８１７ ６１７ ２００ １．２３
非常勤 ３０，５９４ １，６２７ １，１８４ ４４３ １．０５

計 １６７，０６３ ２４，０３７ １８，２７１ ５，７６６ １．１４

〔必要医師数（分娩取扱い医師（再掲）〕
分娩取扱い医師（再掲）の必要求人医師数は、７９６人であり、現員医師数に対する倍率は、１．１１倍

であった。また、分娩取扱い医師（再掲）の必要医師数は、１，１２４人であり、現員医師数に対する倍率は、
１ １５倍であった

必要求人医師数 必要医師数

１．１５倍であった

1.32 1.40 

現員医師数に対する倍率／勤務形態別＊分娩取扱

い医師［再掲］

（倍）

区 分 現員医師数
Ａ

必要求人医
師数Ｂ

必要医師数
Ｃ倍率

(A＋Ｂ)/A
倍率

(A＋C)/A

1.11 1.11 

1.20 

1.06 

1.15 1.16 
1.10 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 
正規雇用

５，９８８ ６８３ １．１１ ９４４ １．１６

短時間正規
雇用 ２０１ ４１ １．２０ ６４ １．３２

非常勤
全体 正規雇用 短時間正規雇用 非常勤

必要求人医師数 必要医師数

非常勤
１，１２３ ７２ １．０６ １１６ １．１０

計
７，３１２ ７９６ １．１１ １，１２４ １．１５
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〔必要求人医師数（都道県別）〕
現員医師数に対する倍率が高い都道府県は、島根県１．２４倍、岩手県１．２３倍、青森県１．２２倍で

あった。
現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）/都道府県別

1.20 

1.25 

1.30 

現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）/都道府県別
（倍）

平均値

1 00

1.05 

1.10 

1.15 

〔必要医師数（都道府県別）〕
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〔必要医師数（都道府県別）〕
現員医師数に対する倍率が高い都道府県は、岩手県１．４０倍、青森県１．３２倍、山梨県１．２９倍で

あった。
現員医師数に対する倍率（必要医師数）/都道府県別

（倍）

1 25

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

（倍）

平均値
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〔必要求人医師数（診療科別）〕
現員医師数に対する倍率が高い診療科は、リハビリ科１．２３倍、救急科１．２１倍、呼吸器内科１．１６倍

であった。なお、分娩取扱い医師（再掲）は１．１１倍であった。
現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）/診療科別

1.20

1.25

現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）/診療科別
（倍）

平均値
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〔必要医師数（診療科別）〕
現員医師数に対する倍率が高い診療科は、リハビリ科１．２９倍、救急科１．２８倍、産科１．２４倍で

あった。なお、分娩取扱い医師（再掲）は１．１５倍であった。

再
掲
）

1 15
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1.30

現員医師数に対する倍率（必要医師数）/診療科別
平均値

（倍）
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Ⅲ.医師不足問題への対応
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医師不⾜問題の背景
大学医学部（いわゆる医局）の医師派遣機能の低下

・ 大学病院に在籍する臨床研修医の割合 72.5％（平成15年度）→47.2％（平成22年度）

病院勤務医の過重労働
○ 夜間・休日における患者の集中夜間 休 ける患者 集中
○ 小児科医・産科医等の広く薄い配置による厳しい勤務環境

・ 病院常勤医師の平均勤務時間は週63.3時間（含む休憩時間、自己研修・研究等に充てた時間）

⼥性医師の増加
○ 出産・育児による離職の増加

・ 特に小児科・産婦⼈科では20代医師のうちそれぞれ49％、68％が⼥性医師

○ 出産 育児による離職の増加
・ 国家試験合格者に占める⼥性の割合が約３分の１となるなど、若年層における⼥性医師の顕

著な増加

医療にかかる紛争の増加に対する懸念

・ ⼥性医師にもいわゆるＭ字カーブが存在（30代半ばでは約４⼈に１⼈が離職）

医療にかかる紛争の増加に対する懸念
・ 医事関係訴訟新受件数（第１審）（⺠事）は増加傾向 575件（平成８年）→877件（平成20年）

２０



生産性を上げる
【良質な医療サービスの提供】

※新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）
「健康大国戦略」

厚生労働分野における新成長戦略について（抜粋）

◆ 病院・病床間、医療関係職種間の役割分担が不十分。

現状の問題点

◇ 医療機関の役割分担・連携強化

今後の対応

実施時期・効果等
病院・病床の役割分担を進め、急性期医療の機能強化､リハビリ・在宅

医療などの充実・連携強化により、シームレスな医療提供体制を構築
患者や市民の参画による、地域のニーズを反映した医療提供体制の整備
４疾病５事業の医療連携体制の構築強化、病院機能の見える化

実施時期 効果等

平均在院日数（19日）の縮減＝国
民のＱＯＬ向上、職場・家庭への早
期復帰実現

◇ 専門職種の役割分担の見直し
「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書を受け、特定看護師（仮

称）制度など、医療関係職種間の役割分担を推進
看護師 薬剤師 介護職員等 既存の医療・介護関連職種の活用促進・看護師、薬剤師、介護職員等、既存の医療・介護関連職種の活用促進・

役割拡大、医療クラーク等の大幅な導入促進
介護職員等の医療行為（痰の吸引・経管栄養）について特養において看

護師と連携して円滑に進めるとともに、更なる措置について、法的措置
を含めて検討

平成22年度に特定看護師（仮称）
の試行事業を実施（その状況を踏ま
え制度化を検討）

平成22年度から実施を含めて検討

◇ 地域における医師の確保
チーム医療の推進等により、ＯＥＣＤ平均並みを目指して実働医師数を

増加 平成22年中にグランドデザインを

平成22年度から実施

診療科ごと、地域ごとの医師等の不足の実態把握
平成 年中 デ
策定

平成22年に開始し、同年夏過ぎを
目途に公表 22



大学医学部（いわゆる医局）の医師派遣機能低下への対応
公的な仕組みによる医師派遣の推進

地域医療対策協議会（都道府県）
補助：①

①要請②要請
（都道府県内での派遣）

①都道府県（医療対策協議会）の
医師派遣調整等経費 補助：②

（都道府県経由）
②派遣先医療機関の派遣医師受⼊

準備経費

補助：③④

③派遣

③派遣元医療機関の逸失利益等

④派遣医師の海外研修等

（都道府県経由）

派遣元医療機関
＜負担割合＞

国1/2、県1/2以内、 派遣先医療機関
事業主1/2以内

派遣医師
派遣先医療機関

④（海外研修等）
23



⼥性医師の増加に対する対応

特に小児科 産婦⼈科では20代医師のうちそれぞれ49％ 68％が⼥性医師

○出産・育児による離職の増加
・国家試験合格者に占める⼥性の割合が約３分の１
・特に小児科・産婦⼈科では20代医師のうちそれぞれ49％、68％が⼥性医師
・⼥性医師にもＭ字カーブが存在

地域でお産を支えている産科医の手当等への財政支援

院内保育や子育て相談を充実
（参考）院内保育を実施している病院数： 約3,000か所（H20）

助産師が地域で「院内助産所」や「助産師外来」を開設することを支援

出産 育児等 より離職 ⼥性 師 復職支援 た 都道府県 受出産・育児等により離職している⼥性医師の復職支援のための都道府県の受
付・窓⼝の設置等を支援

24



医療機関の医師確保対策として、現時点では行っていな
いが、行えば効果が高いと考えられる取り組みいが、行えば効果が高いと考えられる取り組み

現時点では行っていないが、行えば効果が高いと考えられる取り組みとして多かったのは、「医師事務補
助者の設置２，５４３件」、「勤務手当（手術手当、分娩手当などの労働基準法以外の手当）等の処遇改善２，

件 「短時間 規雇用等弾力的な勤務形態 導 件 あ

効果が高いと考えられる取り組み 件数 全件数に占める割合

師事務補 者 件 ％

１６９件」、「短時間正規雇用等弾力的な勤務形態の導入１，９３４件」であった。

医師事務補助者の設置 ２，５４３件 ２２.９％

勤務手当（手術手当、分娩手当などの労働基準法以外の
手当）等の処遇改善

２，１６９件 １９.５％

短時間正規雇用等弾力的な勤務形態の導入 １，９３４件 １７.４％

看護師等との業務分担見直しによる業務負担軽減 １，８０４件 １６.２％

交替制勤務の実施 １ ４７３件 １３ ３％交替制勤務の実施 １，４７３件 １３.３％

院内保育所の設置 ９６５件 ８.７％

その他 ２２７件 ２.０％

計 １１，１１５件 １００.０％

その他（具体的理由）の回答として、「給与の処遇改善（年俸制の導入含む）」、「非常勤医師の確保等
規雇用 師 土 祝祭 当直免除 「研修費 研究費 支援（学会 席費用負担 研究

25

による正規雇用医師の土日祝祭日の当直免除」、「研修費・研究費の支援（学会出席費用負担、研究
費の付与等）」などがあった。



Ⅳ平成２２年度診療報酬改定の概要Ⅳ.平成２２年度診療報酬改定の概要
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急性期の入院医療の評価

 一般病棟入院基本料において入院早期の加算を引き上げる

早期の入院医療の評価

１４日以内の期間の加算 ４２８点 → ４５０点（１日につき）

急性期の医療機関における入院患者の看護必要度の評価

 一般病棟入院基本料等（１０対１入院基本料）の届出医療機関におい
て、患者の重症度・看護必要度を継続的に測定し、評価を行っているこ

急性期の医療機関における入院患者の看護必要度の評価

て、患者の重症度 看護必要度を継続的に測定し、評価を行っているこ
とを評価

一般病棟看護必要度評価加算 ５点（１日につき）新

Ａモニタリング及び処置等

１ 創傷処置

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票

Ｂ 患者の状況等

１ 寝返り創傷処置

２ 血圧測定

３ 時間尿測定

４ 呼吸ケア

５ 点滴ライン同時３本以上

６ 心電図モニター

１ 寝返り

２ 起き上がり

３ 座位保持

４ 移乗

５ 口腔清潔電図 タ

７ シリンジポンプの使用

８ 輸血や血液製剤の使用

９ 専門的な治療・処置

５ 口腔清潔

６ 食事摂取

７ 衣服の着脱

27



特別入院基本料を算定するまでの激変緩和について

看護師不足によって月平均夜勤時間72時間以内の要件のみ満たせない場合、特別入
院基本料を算定するまでの激変緩和措置を創設

7対1及び10対1特別入院基本料の新設（入院基本料の80％の点数設定）

一般病棟入院基本料 ７対１特別入院基本料 1 244点新 般病棟入院基本料 ７対１特別入院基本料 1,244点

一般病棟入院基本料 10対１特別入院基本料 1,040点

結核病棟入院基本料 ７対１特別入院基本料 1 158点

新

新 結核病棟入院基本料 ７対１特別入院基本料 1,158点

結核病棟入院基本料 10対１特別入院基本料 954点

精神病棟入院基本料 10対１特別入院基本料 992点

新

新

新 精神病棟入院基本料 10対１特別入院基本料 992点
[施設基準]

一般病棟入院基本料7対1及び10対1入院基本料を算定している医療機関であって、夜勤を行う看護

新

般病棟入院 本料 対 及 対 入院 本料を算定 医療機関 あ 、夜勤を行う看護
職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下の要件のみを満たせない医療機関

算定期間：3か月間（当該入院基本料を最後に

算定した月から起算して１年以内は算定できない。）
当該点数算定期間中は、特定の看護職員
に夜勤時間が偏重することがないように配

算定した月から起算して 年以内は算定できな 。）

算定要件：毎月看護職員採用活動状況報告
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に夜勤時間が偏重することがないように配
慮すること。



一般病棟に長期に入院する患者について

後期高齢者特定入院基本料については廃止し ７５歳以上に限定している対象年齢後期高齢者特定入院基本料については廃止し、７５歳以上に限定している対象年齢
の要件を見直した特定入院基本料とする。また、入院料の減額の対象となる「特定患
者」については、「退院支援状況報告書」を厚生局に提出すれば、それまで以前と同
様 院料 減額とは な 措置を設ける様、入院料の減額とはしない措置を設ける。

診療年月　　平成　　　年　　　　月

９０日を超えて一般病棟に入院している患者に関する退院支援状況報告書

厚生（支）局長　　　殿
退院支援を主に担う者

患者名
男・女

入院日 平成　　　年　　月　　日

生年月日
明・大・昭・平　　年　　月　　日

　（　　　）　歳

退院日
（既に退院している場合）

平成　　　年　　月　　日

      （　　　　　　　　　　　　　　　　） ア　脳卒中の後遺症　　イ　認知症

      （　　　　　　　　　　　　　　　　） ウ　その他
治療を長期化させる原
因とな た傷病名

入院の契機となった傷
病名

退院支援を主に担う者
（当てはまるもの全てに○をつ

ける）

　　　 a　退院の日程は決定しており、退院待ちの状態

　　　 ｂ　退院先は決定しているが、退院の日程が決定していない

自宅の受け入れ状況の調整中のため

　ア　患者の医学的状態が安定しない
　イ　医療的状態は安定しており退院が可能

ア　担当医　　イ　退院支援専任の医師　　ウ　病棟看護職員
エ　退院支援に専任の看護職員　　オ　社会福祉士　　カ　その他（　　　　　　　　　　　）

（ ） ウ その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

入院前の状況
(当てはまるもの全てに○をつけ

る)

治療の経過及び治療
が長期化した理由

因となった傷病名病名

一人暮らし　・　同居家族あり　（両親　・　配偶者　・　子　・　その他）　・　施設等
同居していないが家族あり　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　  ・介護施設、福祉施設等への入所が適切と考えられるが受け入れ先がない

退院に係る問題点、
課題等

　　　 ｃ　退院先も退院日程も決定していない

　　　　  ・退院に当たって導入する介護・福祉サービスの調整ができていない

　　　  ・自宅の受け入れ状況の調整中のため

　　　　  ・介護施設等に受け入れが決定しているが、日程が未定のため

　　　　  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　  ・他の病院への転院が適切と考えられるが受け入れ先がない

が長期化した理由

日常的に行われている
医療行為その他特記

すべき病状等

　ア　喀痰吸引　→　１日　（　　　）回

　オ　褥瘡に対する処置　→　褥瘡ができてからの期間　　（　　　　　　）日

カ その他の創傷処置

　イ　経管栄養　→　手法：　胃ろう　・　鼻腔栄養

　ウ　中心静脈栄養

　エ　気管切開又は気管内挿管 退院後に利用が予想される社会福
祉サービス等

　　　　  ・今後の療養に関する本人の希望と家族の希望が一致しないため

退院へ向けた支援の
概要

　　　　  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　  ・適切な退院先がわからない

　　　　  ・今後の療養に関する患者・家族の希望が決定していない

　キ　酸素投与

現在の医学的な状態

　ア　 定時の観察のみで対応

す 病 等

　安定　・　変動はあるが概ね安定　・　変動が大きい　・全く安定していない

具体的内容：

　カ　その他の創傷処置

　ク　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

予想される退院先

概要

ア　自宅
　イ　有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、グループホーム等の施設
　ウ　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護施設又は障害者施設
　エ　療養病床等の長期療養型医療施設
　オ　その他（
）
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ア 定時 観察 み 対応

　イ　定時以外に１日１回～数回の観察および処遇が必要

　ウ　頻回の観察および処遇が必要

　エ　２４時間観察および処遇が必要  　　　 理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

看護職員による看護
提供の状況

（医療機関名）　

（退院支援計画担当者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



看護補助者の配置の評価

急性期の入院医療においても 患者の高齢化等に伴い 看護補助業急性期の入院医療においても、患者の高齢化等に伴い、看護補助業

務の重要性が増している。病院勤務医の負担軽減の観点からも、医師が
行っている業務の一部を看護職員が担いつつ、看護職員でなければでき行っている業務の 部を看護職員が担いつつ、看護職員でなければでき
ない業務に専念するため、看護補助者の配置を評価する。

急性期看護補助体制加算 （1日につき、１４日を限度）
１急性期看護補助体制加算１（ 50対１） １２０点
２急性期看護補助体制加算２（ 75対１） ８０点

新

[対象患者] 
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟）及び専門病棟入院基本料であっ

て７対１入院基本料又は 10対１入院基本料の届出病棟に入院している患者であること。
[施設基準] 
(1)総合周産期母 子医療センター又は年間の緊急入院患者数が 200名以上の病院
(2) 一般病棟用の重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合が7対1入院基 本料において

は ％以上 対 入院基本料においては ％以上は 15％以上、10対1入院基本料においては 10％以上
(3) 看護補助者に対し、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修会を

行っている
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栄養サポートチーム加算①

急性期の入院医療を行う 般病棟において 栄養障害を生じている患急性期の入院医療を行う一般病棟において、栄養障害を生じている患
者又は栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、看護師、薬
剤師及び管理栄養士などからなるチームを編成し、栄養状態改善の取組剤師及び管理栄養士などからなるチ ムを編成し、栄養状態改善の取組
が行われた場合の評価を新設する。

養 ポ 算栄養サポートチーム加算 ２００点（週１回）

[対象患者]

新

[対象患者] 
７対１入院基本料又は 10対１入院基本料届出病棟に入院している栄養障害を有する者

[施設基準] 
当該保険医療機関内に、専任の①～④により構成される栄養管理に係るチームが設置されて当該保険医療機関内に、専任の① ④により構成される栄養管理に係るチ ムが設置されて

いること。また、以下のうちのいずれか１人は専従であること。
① 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
② 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤看護師
③ 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤薬剤師
④ 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤管理栄養士

上記のほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
※ただし、常勤医師を除き、専任の職員については、平成２３年３月３１日までに研修を修了する見込みである旨を届け出る
ことでよい。
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栄養サポートチーム加算②

[算定要件][算定要件] 
① 対象患者に対する栄養カンファレンスと回診の開催（週1回程度）
② 対象患者に関する栄養治療実施計画の策定とそれに基づくチーム診療
③ １日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね 30人以内とすること 等③ １日当たりの算定患者数は、１チ ムにつき概ね 30人以内とすること 等

栄養管理法

□ 普通食
□ 経鼻
（ ） □ 末梢静脈栄養

[栄養管理の内容の例]

経口栄養

□ 普通食
□ 咀嚼困難食
□ 嚥下障害食

(濃厚流動食・経腸栄養
剤）

経腸栄養※２

（ ）
□ 胃瘻
（ ）
□ 腸瘻
（ ）

経静脈栄養

□ 末梢静脈栄養
□ 中心静脈栄養

（鎖骨下・ソケイ部・PICC・リ
ザーバー)

栄養投与法の推移
（前回との比較）

中心静脈栄
養→末梢静

脈栄養
経静脈栄養→

経腸栄養
経静脈栄養→

経⼝栄養
経腸栄養→
経⼝栄養

経⼝栄養→
経腸栄養

経⼝栄養→
経静脈栄養

経腸栄養→
経静脈栄養

投与組成・投与量（異常を認める栄養素について記載）
水分量 エネルギー 蛋白・アミノ酸 脂質 糖質 ビタミン 電解質 その他水分量
（ml/日）

エネルギー
（kcal/日）

蛋白・アミノ酸
（g/日）

脂質
（g/日）

糖質
（g/日）

ビタミン
（ /日）

電解質
（ /日）

その他
（微量元素など）

前回栄養管理
プラン※３

（必要水分
量）

（必要エネル
ギー）

（必要蛋白・ア
ミノ酸）

（必要脂質）（必要糖質）（必要ビタミ
ン）

（必要電解質） （必要量）

実投与量
バ投与バランス
※４

新規栄養管理
プラン

（必要水分
量）

（必要エネル
ギー）

（必要蛋白・ア
ミノ酸）

（必要脂質）（必要糖質）（必要ビタミ
ン）

（必要電解質） （必要量）

栄養管理上の
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栄養管理上の
注意点・特徴

※５



呼吸ケアチーム加算

般病棟において 医師 看護師 臨床工学技士 理学療法士などか一般病棟において、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士などか
らなるチームにより、人工呼吸器の離脱に向け、適切な呼吸器設定や口
腔状態の管理等を総合的に行う場合の評価を新設する。腔状態の管理等を総合的に行う場合の評価を新設する。

呼吸ケアチーム加算 １５０点（週１回）新

[算定要件]
人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係る専任のチームによる診療が行われた場合に週１回

に限り算定する。
[対象患者] 
(1) ４８時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者

後 般病 が(2) 人工呼吸器装着後の一般病棟での入院期間が１か月以内であること。
[施設基準] 

当該保険医療機関内に、専任の①～④により構成される呼吸ケアチームが設置されているこ
とと。

① 人工呼吸器管理等について十分な経験のある医師
② 人工呼吸器管理等について６か月以上の専門の研修を受けた看護師
③ 人工呼吸器等の保守点検の経験を３年以上有する臨床工学技士③ 人工呼吸器等の保守点検の経験を３年以上有する臨床工学技士
④ 呼吸器リハビリテーションを含め５年以上の経験を有する理学療法士
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呼吸ケアチームによる人工呼吸器の管理の例

挿管 抜管

病棟医による呼吸器設定等の管理
病棟の看護師による日常のケア

診療計画書に基づいた呼吸ケアチームによるケアの提供

呼吸ケアチームに
よる回診

呼吸ケアチームの構成員
・人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
・人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
・人工呼吸器等の保守点検の経験を３年以上有する専任の臨床工学技士・人工呼吸器等の保守点検の経験を３年以上有する専任の臨床工学技士
・呼吸器リハビリテーション等の経験を５年以上有する専任の理学療法士

呼吸ケアチームにより提供される診療の内容
抜管 向 適 鎮静 定 病棟 管 等 経験 有 師 談○抜管に向けた適切な鎮静や呼吸器の設定について、病棟医と人工呼吸器管理等に十分な経験を有する医師で相談

○人工呼吸器の安全管理（臨床工学技士等）
○口腔内の衛生管理（歯科医師、看護師、歯科衛生士等）
○適切な排痰管理（看護師等）

廃 防 看護師 学療法 等○廃用予防（看護師、理学療法士等）
○呼吸器リハビリテーション（理学療法士等）

期待される効果の例 ・人工呼吸器関連肺炎の減少、人工呼吸期間短縮、再挿管率の減少等 34



病院勤務医の負担を軽減する体制の評価①

実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇改善につながるよう、病院勤務
医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を要件とする項目を今般
新たに評価する項目に拡大する新たに評価する項目に拡大する。

３項目から８項目に対象拡大３項目から８項目に対象拡大

現行 改定後

【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を要件とする項目】

現行 改定後

○ 総合入院体制加算（旧：入院時
医学管理加算）

○ 医師事務作業補助体制加算
○ 入院時医学管理加算

○ 医師事務作業補助体制加算

○ 医師事務作業補助体制加算
○ ハイリスク分娩管理加算
○ 急性期看護補助体制加算
○ 栄養サポ トチ ム加算○ 医師事務作業補助体制加算

○ ハイリスク分娩管理加算

○ 栄養サポートチーム加算
○ 呼吸ケアチーム加算
○ 小児入院医療管理料１及び２
○ 救命救急入院料 注３に掲げる
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○ 救命救急入院料 注３に掲げる
加算を算定する場合



病院勤務医の負担を軽減する体制の評価②
[算定要件] [算定 ]

① 病院勤務医の勤務状況について具体的に把握していること。
② 勤務医の勤務状況や負担を把握し、改善に関する提言を行う責任者を配置すること。
③ 役割分担の推進のための多職種からなる委員会等を設置し、病院勤務医の負担軽減及び

処遇改善に係る計画の策定時や評価時、その他必要時に開催されていること。
④ 今後の勤務医負担軽減計画について、先進的な取組事例を参考に、具体的な取組内容や

目標達成年次等を入れた計画を策定し、地方厚生局長等に提出すること。
⑤ 達成 等 報告⑤ 目標の達成状況について、年１回地方厚生局長等に報告すること。

（１） 病院勤務医の負担の軽減に資する計画
□ 医師・看護師等の業務分担（様式抜粋） □ 医師 看護師等の業務分担
□ 医師に対する医療事務作業補助体制
□ 短時間正規雇用の医師の活用
□ 地域の他の医療機関との連携体制
□ 交代勤務制の導入
□ 外来縮小の取組み

（様式抜粋）

外来縮 取組
□ その他

（２） 病院勤務医の勤務時間の把握等
□ 勤務時間 （平均週 時間（うち、残業 時間））
□ 連続当直を行わない勤務シフト（平均月当たり当直回数 回）
□ 当直翌日の通常勤務に係る配慮（□ 当直翌日は休日としている □当直翌日の業務内容の配慮を□ 当直翌日の通常勤務に係る配慮（□ 当直翌日は休日としている □当直翌日の業務内容の配慮を

行っている □ その他（具体的に： ））
□ 業務の量や内容を把握した上で、特定の個人に業務が集中しないような勤務体系の策定
□ その他

（３） 職員等に対する周知 （ 有 無 ）
具体的な周知方法（ ）
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具体的な周知方法（ ）

（４） 役割分担推進のための委員会又は会議
ア 開催頻度 （ 回/年）
イ 参加人数 （平均 人/回） 参加職種（ ）



医師事務作業補助体制加算①

急性期の入院医療を担う病院勤務医にとって 診断書の作成 診療録急性期の入院医療を担う病院勤務医にとって、診断書の作成、診療録
の記載等の書類作成業務が特に大きな負担となっていること、医師事務
作業補助者の配置により一定の負担軽減効果が見られていることから、
医師事務作業補助体制加算の引上げを行うとともに、より多くの医師事
務作業補助者を配置した場合の評価を設ける。

現行

医師事務作業補
助者の配置

点数

改定後

医師事務作業補
助者の配置

点数
助者の配置 助者の配置

１５対１ ８１０点

２０対１ ６１０点

２５対１ ３５５点

２０対１ ６１０点

２５対１ ４９０点

５０対１ １８５点

７５対１ １３０点

５０対１ ２５５点

７５対１ １８０点
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１００対１ １０５点 １００対１ １３８点
※一般病床数に対する配置人数に応じて加算



医師事務作業補助体制加算②

[施設基準] ※各項目のいずれかに該当すればよい[施設基準]
１ 15対１補助体制加算、20対１補助体制加算の場合

・第三次救急医療機関

小児救急医療拠点病院

※各項目のいずれかに該当すればよい

・小児救急医療拠点病院
・総合周産期母子医療センター
・年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院

２ 25対１補助体制加算、50対１補助体制加算の場合
・「15対１又は20対１補助体制加算の施設基準」を満たしている
・災害拠点病院、へき地医療拠点病院、地域医療支援病院
・年間の緊急入院患者数が200名以上
・又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上

３ 75対１補助体制加算、100対１補助体制加算の場合
・「15対１及び20対１補助体制加算の施設基準」又は「３ 25対1及び50対１補助体制加・「15対１及び20対１補助体制加算の施設基準」又は「３ 25対1及び50対１補助体制加

算の施設基準」を満たしている
・年間の緊急入院患者数が100名以上の実績を有する病院であること。

★医師事務作業補助者の配置場所は、業務として医師の指示に基づく医師の事務作
業補助を行う限り問わないことを明記した。 38
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